
‐
    序

ゎが国においても原子力の平和利用
に伴う原子力発電と漁業の問題が新

し

い極めて重要な問題 として登場 し
てまいりました。

この時にあたり,政府 ,原子力産業会議,水産業界
が視察団を編成し,啓

州先進国の原子力施設を
つぶさに視察,研究され ここに報告書を出版す

るこ

とになりました。

ご承知の通り,従来の水質汚濁の問題は,わ が国浴岸
漁業にとつてまこと

に暗い,陰影を投げている重大な問題であり
,四 面環海の漁業にその経済的

成長のしわよせの一切を寄せ
て顧みない国の産業政策P恥部といつても過言

ではぁりません。

本報告書が,公害なさ原子力産業の創設
のため,今後関係業界に指針を与

えるもので あることを確信 し
て欄筆いた しますし      、

昭和 46年 5月 15日

全国漁業協同組合連合会

会長  安 藤 孝 俊
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原子力平和利用が急速に実用化されるとともに,最近わが国の浴岸各地に原

子力発電所やその使用済燃料の再処理施設の建設計画が進められ るようにな

つた。漁業者の立場からすれば ,原子力開発 C7p国 家的重要性は理解できると

しても ,国民の蛋白源を担 9漁業 ,就中浴岸漁業への原子力施設の影響 lrCつ

いては ,原爆やビキニの体験を もつわが国民の特別な感受性にも鑑み ,大 さ

な関心をもたざるをえない。

このような時期をむかた ,海外諸国にかける原子力施設の環境問題 の状況

を漁業者の立場から調査 し ,わ が国にかける本問題の合理的な解決に資する

ことの必要性が痛感され るようになつた。本調査団は ,水産庁 ,科学技術庁

r/Dこ 6/pょ ぅな勧奨をつけて ,日 本水産資源保護協会が全国漁業 tulJ同 組合連合

会の意 見を聞いて ,論成 したものであるが ,派遣に当つては ,前記関係官鳥

外 務 省 /ま らび に 出 先 公 館 の協 力 を うけたはか ,日 本原子力産業会議の

後援 と協力を うけた。                   .

この報告書は 当調査団が訪問 した施設 ,機関において直接見間 したことを

とりまとめたものである。そ吹 各施設毎 に先方の説明を「概況」 としてとりまと

め ,質 疑応答は一問一答の形で記載 してある。

作製にあたつては,調査結果を忠実 に記載す ることに主眼をおいたので ,既

知 と層、われ ることもそのますとりいれ ,ま た読む人の使のため若千υ補註 も

加えた。また巻末 には術語 ,略語の説明を附 しておいた。

ゎれわれが今回の調査によつて得た総合的な所見は ,現地調査を終了する

に当つて作製 した「統一見解」に含まれ ている。 この報告書がゎが国の漁業

と原子力産業の共存共栄のためにいささかな りとも役立てば幸であ る。

昭 和 4 3 年 6 月  原子力 //E設 環境問題漁業者調査団
団 長  浜  田     正

(日 本水産資源保護協会会長 )

力ゞは
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原子力施設環境問題漁業者調査団の調査統一見解

現在わが国 におぃて も原子力の平和的利用開発に伴 う新 しいェネルギー政

策 として,原子力にょる発電ならびに燃料再処理施設の建設発展が強い国民

経済的要請 とな りつつあるが,同 時にこの llL業 がゎが国の地理的条件のもと

におぃては,必然的に沿岸海域ならびに河川における水の利用 と,特 にその

特質である低 レベル放射性廃液の河川 ,海洋へっ放出を不 17」避 にすることか

ら,水産業の占める産業的比重が大 きく,殊 に周辺に数多 くの漁場を有する

わが国沿岸漁業に対するその影響如何 によつては,同漁業の存立に重大なる

結果を招来 しかねない問題 として,全国の漁民が強い関心を寄せている現状
である。

この問題は単なる漁業の視点からのみでな く,本質的には広 く国民保健 と

い う見地から把握 されねば ならない性格の問題 であるが,こ の新 しくて従来

の水質問題 とはさらに次元を異にする性格を有する課題に対 して,あれわれ

漁業者が如何に対処すべきであるかの判断に資するため,本調査団は,す で

に本事業についての先進国である欧州における幾つかの国における原子力発

電ならびに燃料再処理

't設

と,それが及ぼすであろう国民保健ならびに有用

動植物に対する影響に対 して如何なる安全性確保の対策が,学理的 1/Cは 勿論

のこと,現実面における,法制あるいは行政の運用ならびに現実的管理の中

にどのように実現されているかについての経過ならびに現状について調査を

実施 した。

勿論 この重要 17‐Cし て且つ専門的な理解を必要 とすることの多い調査 lrcと っ

て,時間的にも,そ の他の面において もいろいろと制約があつて,必ずしも



充分な条件の もとに実施 し得た とは言tヽえな
いが,幸 いにして各国の,又関

係国際機関の好意 と可能な限 りの協力を得
ることができ , FLつ又時 間的制約

を克服するため,所によつてはほ とんど昼夜栄行の強行 日程に も拘らず ,調

査団員全員一致の協力により,'計画 どお り調査を完了す
ることができた 'こ と

は幸せであつた。詳細につてヽてはいずれ夫々専門的立
:場から別途報告書に も

とづいて報告することとするが,帰国に際 し,われゎれがな し得た調査の範

囲内において ,団 員の間で検討々議の結果,本問題について大綱 として見解

骨子をまとめれば
'人
要下記の とお りである。

記

1 放射能被害の歴史的経験を有 し′ているわが国においては ,放射能につい

ては各国 とは比較にならぬほど,国 民の 1間 に一般的恐怖感が存在 してお り,

さらに今 日まで産業公害 の悪影響のため苦しんできた治岸漁民に
とつて ,

これらの歴史的事実 とは切 りはなして ,本事業を新 しい「 公害 を伴わない

産業」 として受け容れることを期待 して も, しか く簡単には うけいれられ

ない歴史的背景ならびに精神 1勺土壊が根強 く存在 して
いる現実を否定する

ことはできない。

このことは諸外国にみられないわが国の特殊性 であるがぅ漁民
のもつて

いる全般的不信感を解消するためには,政 府 。地方公共国]体・ 民間を とわ

ず ,よ リー層の理解ある謙虚な努力が必要 であろ う。 このことは放射能管

理についての安全性の確保対策の可能性がことによつては他
の水質問題以

上により明確に実証せられ ,世界各国においてす でに実現 されているだけ

により重要な ことであろう。

2 欧州各国においては,原子力発電ならびに再処理事業の積極的な開発が
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続けいれ:て お り
'而

iも これらの国々においては少なくとも現在に至
るまで,

学理的研究は勿論ち不断の実験的成果
の把握の基礎 に立つて ,現実面にお

ける実施のあらゆる分野・ 段階におい
て確信をもつて事業が推進され,着

着 として新 しい
エネルギー産業 としての地歩が固 まりつ

つあ:り ,従来の概

念 である公害を伴わない産業 として確立さ
れつらぁる。 それは充分なる科

学的調査研究に うらづけられた準備
の もとに計画され,:実 施に当つては周

到なる管理 と確認によつて健全に運営さ
れ目下発展の途上にある。

調査によつて,わ れわれはそれが計画され ,建設 さ
れ,運 営される過程

において ,漁業者 ,農業者及び二般住民 とのi鋤 に何らの問題を惹起す
るこ

とがないのみならず ,一衣帯水の近隣諸国 との間において も何ら
の紛争 も

起つていない ことが確認 された。

このことは国民が政府ならびに1/」係者を心から信 1颯
して疑わないと理由

づけるだけでは充分でな く,む しろなす
べ きことは充分に行 なつている政

府ならびに関係者の惜しみな
い不断の努力を卒直に評価す

べきであろ う。

る.ゎ が国において本問題に対処する今後の方途 としては,勿論
これら欧州

の各国 とは原子力についての軍事的関与
は勿論のこと,法制・ 行政機構な

らびに経済的社会的環境等の面に
おいて自ら相違があつて, これを必ずし

も同一に論ずることはできないが
,特 に政府におかれては,た だこれらの

諸国 とは比較にならないほ ど
の水産業の産業 としての地位の高

いわが国に

ぉいては,Tt要なる食糧政策 としての漁業 に対す
る高い評価 と認識の もと

に,従来の努力にもまして ,関係各分野をあげ
ての新しい角度からのより

積極的な体制確立の努力が要請 さ
れるべきであろう。従つて当然に漁業

に

対する本問題の処理については
,単なる理論的説得に とどまらず ,予め水

産動植物 についての地域的条件を考慮
した可能 な限 りの充分な

る試験研究
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体・制を整備し,漁民 と共にそれを検証する体制 で漁民の不安感を解消する

ことに全力を傾注することが先決であつて ,単 なる経済性を基 礎に した判

断のみが先行する印象を払拭することが必要 であろう。

そして広 く国民保健に根ざした重要なる問題であるとい う基本的立場に

立つて,法制ならびに行政の機構運用は勿論のこと,試験 。研究・ 宅ニター

制等々の制度の面において もよリー層の実効を期 しうる体制をつ くること

が急務 である。

このことを前提 として漁業者 も亦 ,こ の間匙 に対 しては政府その他の努

力に相応 して ,冷静に且つあ くまでも科学的に問題を拠理する態度をとる

べきであろう。



調査団の概要

訪間先な らびに調 査事■ 2要 点ヽ

1.放射性廃棄物の放出総

量 と安全性

2.海洋資源に対する影響

5.安全問題で考慮|れて

いる事項

覆¬nl左および原子力発電

所温排水の利用

4.・ 低レベルl~■液放出

師

2.モ千メリングの状況

3・ 保健物理部の活動

り説

ゥィ ン ズ ケ
~ル

再 処理工場

〓網
　
明

昭
　
１

2年

2日 (月 )

』
　

・
・　

ｒ・‐‐

‐
‐

ギ

1.発 電 炉

2.温排水によるカレ

ィの押育池等

/・ンターストン

原子力発電所

10月 る白(火 )

1.原子力善業と水産業γ(

開する考え方  :
1・ 部局の活動状況

1.研究施設の状況 1.4ギ リスの汚染基準

:(わ″ι)ヤ
`つ
い手の考

え方      |
2.再処理施設と海洋護査

の状況

ロー ェス トフ

ト放射線水産生

物研究所

10月 5日 (本 )

1.廃棄物処分に関する考

え方

1.廃棄物処理の状況井 ゴケミツク

エ場,～嗜~

国立原子力研

究所

10月 6日 (金 )

1.廃棄物処分に関する考

え方

2.安全に対する考え方

1.廃棄物処理の状況

2。 原子力庁安全興係

部局の活動

フオントネ・オ・

ローゼ原子力

研究所
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国   名 訪 問 日程 訪 間 先 祝 察 事 項 討 議 事 項 '

フ ランス

(続き )

10月 10日 (火 ) ラアーグ再処理工場 1・ 舟処理施設の稼動

状況

2.モ ニメリングの

実状

5。 とくに,海道墜生■勿.

に対する影響調査

の研究

1・ 周辺住民 1/E対する

安全対策

2.放出方法決定の考

え々 1寒状i
5「 iニ メリングと保

健物理剖潤の活動状

況

10月 11日 (水 ): ヨー■ツパ原子力

機関 (″ NE4)

1.活動状況 1.廃棄物の海洋処分

に関する評価と実状

|こ

`)い
f

10月 12日 (本 ) シイ ン原子力発電

所 サン・ ロー ラ

ン .テ .イ■原子

力発電所

1.原子力発電施設:

2.安全部Flの 活動淋

況

1.冷封]水の環境に対

する影響

2:安全性の問題

オー ス ト

リア

10月 1 6El(月 ) 国際原子力機関

(ノ 4Eス )

1.国際原子力機関の

活動状況

1.安全に対する国際

機関の考え方と将来

計画

-6-
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(a 構 成 (順不lHl)|

(団 長 )浜  田   正   日本水産資源保護 機会会長    :i

池 尻  文 二   全国漁業協 lnl組合連合会 常務理事 :

小 幡  五 郎  茨城県漁業協同組合連合会会長   =

:     入  沢 善  孝   :.   ″   ｀   事務

'    山 形 兼  吉 = 茨城県 信用漁業協同組合連合会昌1会長

:    小 泉 彦左工F] 茨城県久慈町〕も業協同組合長

寺 沼   繁  茨城県漁業肋 1司 組合連合会埋事

出 下 健 作  三重県漁業脇同組合連合会漁政部長

是 枝   昇  鹿児島県漁業協同組合連合会総務部長

: 岸:  啓之助ヽ  島根県漁業協・ l組合違合会専務理事

谷 井   潔 ｀水準庁ネ海区水蕉,I究暫海洋部長

市 ||1 章 :拿  ヽ 啓撃粽辱宇い合
研究所環境衛生耐究部

: .キ   1  箸 子り客事長

森  :i, 各  :日 杏曝子力産業会議事務局次長

根 岸 正ゝ男  型義糖纂雲曇重夕
局放射阜「

課長 (現在 ,

(る}調 査 目的

原子 力平和利用の開発に ともなつて生す る環境問題 ,と くに放射性廃葉

物の処理処分に関する安全性の問題は ,す でに国際原子 力機 関 (14 EИ )

等において も,活発 に論議 されている所であ るが ,/4‐国にお いては自主的

に これ らの研究 開発 をすすめ ,それぞれの国情 に適 した処分方式 を採用実

施 している。



わが国においても昭和 39年 6月 に原子力否員会廃棄物処理専門部会

が ,放射 /1■廃棄物の処理処分に関する基本自,な考え方を答甲 し,ま た ,

昭和 41年 5月 には放射線 審議会が放射1生廃棄物の海辟への処分に関す

る基本的考え方 を具 甲 して来たが,こ のたび海外諸国における処理方式 ,

処分方式の実態を調査するとともに ,と くに原子力施設からの沿岸排水

にともなつ海洋資源等への影響 ,な らひ暉これらに対する対策等につい

て ,現地の調査 を実施 し,こ の問題に関 し,わが国における具体的対策

に資することを目的 とする。  |  :

レ)調 査内容 :

1/rl 原子 力施設 (と くに再処理施設 ,原子力発電所 )の 建設地決定にあ

たって,暑慮 された事項 。 (海況 ,漁況 ,大気汚染 ,地域住民の水 産物

消 費量および施設建設の対応 i昼 程 )

何  低 レベル放 射 性 廃 液 の沿岸放 出の実態 と,こ れに 関 して施設の操

業前に実 IEした海洋調査 の実情 ,な らびに
モニメ リングの状況等 o

lJ 沿岸放出に よる住民への被曝線量 の規制基準 の考 え方 と基準 を決定

した際の方法。

人体に最 も影 響の大きい核種や食物
に,する防護対零 o

メ業年
σ
P争雫海考
食昴,響沓言?放]]:Iド

`レ

|「今言警1:有
無。

以上?よ ?.な 孝含警督
[,関
す,呑彎↑型?↑

況
: F l■ ,

温排水の拡散 と漁況:の 変化
および漁き

へ?撃 害と補事
の有無。

そ?他 ,不千″準
設夕
ヽ
マ?r言

排水に伴 う問順点
1    1 :   ご

「

11
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ウインズケールにおける廃液許容放出量の変遷

(注 :θ :は 放射能の単位キ
ユリ ー そ の他巻末の説 4/1を 参照 )

ウイ ンズ ケールの原子力公社 の核燃料 再処理施設はほ とんど全英国 の

原子力公社関係 と電力庁 の原子炉 からの使用済燃料 の再処理を引受けて

ぃ る。核燃料 サイクルは次 の よ うである。 英国原子力公 社関係 の原子炉

は 12カ 所 にある8燃料加工施設はス プ リングフイール ドに ,濃縮施設

は カーベ ンハー不 卜にある。

-17-

次数 第 1 次 第 2 次 第 1 3 次 第  4  次

籍
月
脚
1952年 2月 1954年 8月 1日

1 956年 2月 8日
958年 2月 8日改訂1

1965年 9月 20日

許

容

放

出

量

の
一内

容

「
硼αパ

lα O。 で′痢

β(R“を除 く )

1,50日 α/月

R“  5,000θみ/月

S,    150 θj/′ 月

全α   10C/月

Ｐ

Ｉ

ン

Ｐ

卜

散

り

な

性

‐
２
」

(Rμを『おく)

陶計

脚
誌
卜
摯

賂

20,000ε  ιノ/月

5,000ε 」/月

2,500 θ j/月

150σ 3/月

に当つては 1カ月当

次式を満足しなければ

らない。

106R“

十

一
5,000

β(106Rμを除く≧>1
20,000

噂 r i tt α
十
~ >1

,500    600

全 β 75,000θ ぁ/6カ月
:0%15,000 θj/6カ月
9b7  7,500θ ′/6カ月

全α    450 θj′/6カ月

放出に当つては る力月当

り次式を満足しなければ

ならない。

10GR“    144『σ
言一――十

一15,000   90,000

■
論 >1

備

　

　

考

再処理工場

1952年

操業開始

1964年 か ら年間
1,500ι 処理の新再処理

工場が操業を開始すると

ともに旧工場は解体され

まこ。



(る)風魚漁業事業団 (White Fish Anthority)の 発電炉
温排水 に よる カレイ飼育実験所 (イギリろ ノツターストン)

(ィ )概 況

将来の人口17D増加にそなえて動物性蛋自源と[ン て水産物に注目してい

るの1さ最近にかける世界共通の動向である。英国でも最近漁獲高の急激

差循力iが董めないので ,将来め需要増加に対処しそ:人工増殖による海

産魚 で芝
‐
の不足を補充 しよら

11繕
ぇ ;十数 年箭か ら慎重に準 備をすすめ

ていたが ,最近になつて ,漸 (企業化のめどがつき ,企業化実験として

はじめたのがマン島エリン港のカレイ類人工 ふ化場およびスコツ トラン

ド峡湾 とその近〈の原勁 発電所(③ lllj誰 )温排水利用の飼育場である。

この事業は英国政府 と半官半民団体であるこの底魚漁業事業団の共同

企画である。

英国の底魚漁業事業団 (Fん j`e Fjsん ″ι″んο′jι γ~″・F・ И)と いう

団体は 1965年 二 64年魚価暴落による漁業界不況の時代 lac創設され

た半官半民の事業 公団である。公団の事業 としては漁業者 に対 し漁船の

建造資金 ,運営 資金を補助するほか直接 ,漁船の構造 1漁真 ,水産物

(カ レイ類 ,カ キ ,な ど )増殖 などの企 ln」試験のほか漁業者の訓練にも

当 つ て い る。                      :

③ 註 ハンタース トン原子ヵ発電所

イギ リス の南ス コ ツ トラン ド電力庁 が建 設運 転 してい る コール ダー

ホール改 良型 原 子力発電所 て電 気 出力 ろ 2万 KW(原 子炉 2基 )で 第

1号 炉は 1963年 9月 ,2号 炉は 64年 6月 に運 転 を開始 した。
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因 に ホ ワ イ

れ て い るが ,

レヽ る。

。フイツシー・ ―(″ん
jι C―/Jsん )  とい う言葉は色々イ吏わ

こではニシン (λ け rι ルg)を 除 〈海産底魚を総称 して

① マン島エリン港にかけるカレイ類の人工ふ化場

かつ て1ロ ー エネ トフ トの農水産 拿糧 省 の水産 枡究 所
の シエル ボーィ

氏 ,(1√・EiSifι ‐
b?レ「れ′)力ψオ各

"9舟

イヽ141ン ク:中 で
プ レ

「

ス (P IT

ὰtcaヒ ラメ類,英 国で最 珍ヽ重されるこ産魚 )9人手卜化獄 撃じふ化したイ

レ感 稚魚を体長 20屁 れ位まで貫て多げ:る のに 66%も 生き残つたと

い う研究の成果を基健 にし ,プ レース養殖の産業化実験をは じめたの

がこのマン島エリン港 での人工ふ化である。

この計画は事業団 と英国政府 との共同実験で 1964年 か らの 5カ

年計画である。

先ず エリン港にカレイ類の人工ふ化場が建てられ ,天然親魚からと

つた卵を人工ふ化 し ,それを天然水面でも生きられ る郵便切手大の稚

魚まで育てあげろのであるが ,5カ年計画の 6年 目に当る昨年 はプレ

ース (Pι α
jFa_ヒ ラメ類 )1-00万尾 ,ソ ール ,夕 :― ボツト

(SOI%ι しrboι 一 ヒラメ類 )あわせ て 100万 尾 ,計 200万 尋の

稚 魚が生産 され てい るはずである。               ,

稚魚の生産 に最 も重要 なのは餌料であるが ここで は
この稚魚の彎料

として米国産のプ ラインシデ=リ ンプ (海産 プライク トン
r/p_種 )1薇つ

ている。 これの投餌 には完 全に自動操作 で きる増殖装置 を設置 し ,

200万 尾の稚魚 に対 し ,1日 4億尾の プラインシヨ‐リンプ?幼 生を

一 ろ4-

卜

　

　

こ



投与 している。

② スコツ トラン ド峡湾におけ るヒラメ類飼 育場

この実験の次の段階は切手大の稚魚をマーケツ ト・ サィズまで飼育

す ることでこのためスコツ トラン ド西岸 の峡湾 (ι ο。あ)を えらス′だ。

アルギール州のケン トラ峡湾内のアル ド↑ウ (/raι 。`,ガ rびγeι )

の口を築堤で締切つて約 2万平方メー トルの水面を作 りこれを飼育池

としで J用 した。そ L′ て現在 20万尾位の ヒラメ幼魚が放 養され 1て い

る。

放養前に何回 もこの水 面の生物学 的 ,土 木学的調 査が行われ ,害敵

の駆 除 ,汚れの注入阻止 ,酸 素の注入 ,栄養塩類 などが検討 された。

叉海産魚の飼 育には適応限 界温度内 なら温度の高 い方が摂餌 も上 〈̈

成長 も早 い とい うことか ら ,年 中水量 水闘の変らないようl球子競 電藤 D‐

温排水が利用 され てお り',又 海中の栄養 塩類が魚類鮮料 F転換で きる

といつ研究成果をもとにし ,峡湾内の栄養塩類の利用又は施肥lFtつ い‐

て目下研り[中 である。

(口)質疑応答の要 旨

ここではナッシヨ (Dr.ⅣαSん )所 長の もと17Cヒ ラメ (Pι αjCabふ

化育成を原子力発電所の温排水を使用 して実験 していた。

冬期海水温度は 4～ 5℃ で ,原子力発電所か らの温排水は ,それ より

5～
'℃
高いも夏期の海水温度は 16℃ ,温排水の温度は 24・0で ある。

発電所では取入海水 rC 6′′れ (百万分の 6)の塩素をイガイの発生

-35-
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時期添加 していろ。排水中の塩素の量は 05P′れ に低下 してい.る 。飼

育水槽中の塩素C)量は 0.02～ 0.04′ Pれ 以上 1/Cな らないよりにして

いる。 ヒラメ ,カ レイ類は 0.l ρρれ までは Fl・Iえ られ るといつている。

ツタビラメ (Sο ιe)の 稚魚の最適飼育温度は
'7-19℃

最高は

26・oで ある。温度調節は温排水 と海水の混合による。飼育水槽は大型

のものが 4個でぁる。 (それぞれ 16れ X75れ x12れ )

1号 タンタには去年か ら飼 育中のシタピラメ約 150匹 が入つていた。

市販可能の大 きさである。 2号 タンクは水の流れ方 ,水温分布等水理学

的研究を行つている。 6号 タンクは本年 5月 にふ化 した 25,000～

30,00.0匹 が飼育さ r‐していた。 4号 タンクは補充用の椎魚が入つて ta.

/こ。

これ らの魚類はマン島か ら卵を もつてきて育てたものである。ふ化直

後はプラ
|イ
ンシユ‐リンプの幼生で飼 育 ,後 イガイの細挫肉で飼育 ,2カ

年で市販可能の大 きさとなる。将来は人工鮮料の研究が大切であるとの

ことでどろ。放射能の影響は食糧 として問題にならないとのことである。
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卜
・，

Ｉ
ｌｌ
」」■
ま
鉾
〓
■

１
・

放射線水 壁生 物研究所 (イギリス農水産食糧省所属 ,

ローエストフト所在 )・

本研究所は英国民水産食糧省漁業研究会議 (`力・ ク
jrecι ο′αιe f/

Fjsん erγ  ResCarcん  o/ `ん r ifじ ルiSι ry οノ ИgriC“ ι`じ
rc,

Fjsん erjcs αルd Fο ο」:)を構成する 4研究所 ,即 ち漁業研究所 (ロ ー

エス トフ ト,サ ツフオーク州 ,イ ングランド),放射燎水産生物研究所

(口

「

エス トフ トのハミ′レトン 。ドツク ),漁業研究所i(バ ーすム・ オ

ン ,ク ラウチ ,エ セツクスリ11,イ ングラン ド)お よび漁業実験場 (コ
ン

ウエイ ,デ ンバー州 ,ウ エールズ )の 9ち の 1つ である。

本 `青チi究所 0ま196ラ 年 2月 現在研究者および技術者は 54名 ,と なつて

い る。

主たる業務は ,放射線生態学および放射線生物学上の研究および調査

活動であるが ,特 に ,農水産食糧省?所管業務 とし

`P環

境水域に対す

る放射性廃棄物の処理によつて生ずる生物学的諸 i問題の究明 ,水産生物 ,

漁網および海岸地帯から直接的および問接的に受ける放射線量 ID推 定値

の算出等が全国的な活動範囲により行ムわれている。

検査とモニタリングの作業は ,本研究所の所轄 とな
つている主要な原

子 力施設 で行 なわ れ るが ,1966年 は以、下 の場 所 につ いて実施 され た。

ァルダ ーマ ス トン ,ア マ ーンヤ ム ,バ ーク t/イ ,プ ラツ ト
｀
ウエル ,チ

ャペル ク ロス ,卜
｀
ソ レ イ 1ダ ンジネス ,ガ レ ロツホ ,ゴ ス ポー ト ,ハ ウ

-677



ェ;レ ,ヒ ンクンー。ポ|イ ジト,棒
'一

:。 ロッ示,ハ ンターストン,オ ー

プじドベリー,rlジ ス ,ス プ1ノ ング7イ ークレィ ,サ ィィウエル ,ト ロスフ

ィニス ,ウ インズケ,ルぉ よび ウインフ リス。

.こ れ らの結果は ,半年毎に ,農水産食糧省の放射性廃棄物処分検討会

に提出されていろ。また ,・ 現地調査で li lブ ラツドウエルにおけるカキ

中の亜鉛 -65の 撲度頑t定 お よび水中のセンウ云
~167の 没1定 ,ド ノ

ンレ における鮭漁業の漁網 に対する毛 リウ去-144iル テニウムー

106;ジ ル:コ ニウムー 95/ニ オブニ 95の憫i定 ;ホ リーロツホにお

けるカキ中のコバル トー 60のり[定 ,:ト ロスフイニスに■ける鱒肉中の

センウムー 157(フ オニルアウト)の 沢[定 'ウ インズケールにおける

泥質中の核種 (主たろものはジル
コニウムー 95/ニ オブー95,ル テ

ニゥスニ 106お よびセリウムー 144,セ ツウムニ 16:7つ からのガ

ンマ線線量率測定などが実施された。      '

本研究所はまた ,電子計算機を片lい た放射性廃棄物放出
の制御歩よび

モニタリングの方式を採用している。

1ド シンイ附近に春ける漁業者が手に受ける級量率を ,風速 :核 1重別
の

放出景 ,気温■よび水温等?測 定値から推定する方法が開発
され ,実潤i

値からこの方法が満足すべきことが証明された。
この方法は原子力公社

もド/レ イにかける放出市1御に用いて t/・ る。    :

○ 英国にかける ,環境べp放ガ性廃棄物の放出の安全管理に
ついての

責任           :  .

官庁は建設自治省と豊水産食糧者でぁり :前者は公衆衛
生上の責任を

持ち ,し たがう

`水

源に関係 し各事柄に
ついて管理する。後者は農水

産業における責任を持ち ,し たがつて陸産及び海産
生物についての管

一 ろ 8-



I・Lを帝持つている。

○ この研究所lvI体 レベル放射性廃液の浴岸放出に関し,海産生物 ,漁

具 ,海浜等を研究の対象とする。

業務は ,①放射線管理………原子力施設からの放出の監査と治岸の

放射能調査 ,②研究∵・…生物の放射性物質の取り込みの実験など ,

①技術業務………放射性物質の分析法のl■l発 ,測i定法の開発 ,そ の 、

他 =と なつ ている。

なお 所管は イングラン ドとウエール ズで

施設環 境 につ いて も授t定 を行 ない ,ス コツ

る。

○ 放出認可量をさめる方法

あるが ,ス コ ツ トラン ドの

トランド政庁に報告してい

その施設環境での水理学的データ ,放射性廃液の組成お よび住民の

食性 ,習 1生 とか ら放出制限値を推算 し ,予 備認可をさめ る。放出がは

しまつたら環境 の放射能調査を行ない ,放 出制限値を再び計算 しなか

し ,放出制限値の改訂を行なり。

○ 放出制限値の推算の仕方

一般に放射性廃液の放出があると ,大量の海水で希釈され ,拡散す

るざそれが生物や無生物にとり込まれるが ,無 生物 としては漁具や砂

が考えられ ,こ れが外部照射を評価する対象となる場合 もある。せた

生物 としては魚や海藻があり ,ぶつ う食物 としてとり入れ られるので

内部照射を評価する対象 となる。

さて ,1日 1キ コ リーの単位放出率に対 して ,そ の場所について一

番問題 となる生物 (又は無生物 )の放射能濃度が どれだけになるかを

推算 し ,食性調査からその生物を 1日 最大何 g食 べ るか とい うこ

一 る 9-



とか ら ,人体への放射線被 ば 〈量を計算 t´ ,こ れを ICRP(又 はν

撃ε (前 出の 26頁の註● 参照 )勧告の線量限度 (一般 人 )と比較して
1日当

りの最大許容放 出量 を求め る。 この とさ ,安 全係数 1/10を かけて

予備認 可を行 うo

ウィンズケールでは一番問題 となる生物は ラヴア ブレツ ドをつ くる

イ ル フイラとい 9イ リで ,年生 産量が 60,000ポ ン ドで南 ウエール

スの人達が食べ るが ,最大 1日 75g食 べ る として計算 してい る。実

際には南 ウエールズ地方で食
べ ている原科 ノリはス コツ トラン ド各地

か ら来 る もので ,カ ンバ ーラン ド産の ものは 20%に す ぎ
‐/Fい。

或 る場所では海岸 で漁業者が浴 びる外部線 重が検討対象 と
なつたが ,

そ こでは 自然 7_lレ ベルを越え る分は空 中線量拠定 rCよ ると
1時 間当 り

5マ イクロ ●レム位で あつ た。 そ して漁 F・ llは年間 600～ 1000時

間位海岸 を歩 いてい るとして放射線量 を計算 した。 そ
の結果 1年 約 5

ミリンム となる。 なか地面か ら 9け る天然 の放射線は 1年 40遺 い L´

80ミ リンム (日 本 )で ある。又 ,漁具か らの影響 の例 として ,施設

の近 くにサケ漁業 が木 でつ (つた固定 ア ,で 2本の漁師 に よつ て行わ

れている ところがある。そ こでは漁具 による被 は 〈課量は
1時間 140

マイ クロレムで あ り ,一方 この場合の許容 レベルは 1,400マ ィクロ

ンムなので ,その 1/10に とどまつてい る。
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(フ オン トネオ 。ローズ )

}(サ クンー)

2(シ ノ ン )

(モ ル )      ‐

け[究炉

R,ス イス ,ベ ル ギーの研究炉 ,

sELⅣ r ス ペ ィンの Zο rι ιa

円 (る,575万 ドル )共 同出資

330時 /日

2001■ /日

10時 /日
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